
第１２回横浜市会議会のあり方調査会議題

平成１７年１月１４・白（金）１６時

市会１階小会議室

１常任委員会の再編について

資料１、２、３

２その他

○次回日程：１月２１日（金）１０：３０～１階小会議室



常任委員会編成案

平成１６年度 平成１７年度編成案
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平成１８年度（現在の局再編成構想に基づく参考）

委 員 会 名

（構 成 委 員 数 ）
構 成 局

■

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｊ
一
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

ｌ

一
′

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
一
ｌ
Ｉ
ｌ

委 員 会 名

（構 成 委員 数 ）
構 成 局 委 員 会 名 構 成 局

都 市 経 営 総 務 財

１ 政 委 員 会
（１ ２人 ）

都 市 経 営 局

都 市 経 営 総 務 財 政 委

員 会

都 市 経 営局
れ 碍 野 ‡・・痒

吾

総 務 局
二二１、三．１号・二＝■－．て１

襲 諒

・三・

登

ドヨｒ
■ｔ

総 務 局

財 鱒 局

十

彗轟
コ１４

籃

通覧澄渡新 一■、１■－１‾・′苗 題欝敷料諾
財 政 局１．１払う‡・・予

議■顔
・〉：■．弓．・・彗・棚

Ｙ．ゝ塩
草：緑■霊

・・、、繹 ・二
．椚・・．誓門．ノ５蒜．．、サー

行 政 委 員 会 等 牝
撫

義
糀翫・帯聯一

行 政 委 員会 等
鞴箪軒弊弊 採縛．．脾 潤うｋ珊 三井を鞭 打、敏Ｊ：等し －，‾藍だ．站

纏 痕 雷 巌 一て・・」・二‾■て＿γ等ＬＬ’・・・：・

シ 諷一半■
＋十一

十

狩．＃・司蓉葬洒一。
聖、．

・．・雀 委 員 会 帯 ・・＝Ｅ軍ｊ〔

・圧 十：．、２搬 ㌫

一・■Ｊ日照・■１■・一む・

千十㌢十十
幣 原
山聖戦・

碑梢．弼『＝ ．梢．．． ．．曹

・．■
⊥・■■㌢＋∴∴・事．＿・．．・ ■■・■１人㌻
頂 疇 保 重 患 舘 黒 Ｌ漆遠戚宣揚「壷 ＋ノ十 壷‾。・ 葉

雛揃華 ：１．７・．ｒ

喜．野
薄 範 鮨 壷 嵩 警備

経 済 港 湾 委 員 会

（１ １人 ）

経 由 局

■ｑ：、－

ｒ羊棄
生

～瑚

や万潅
‡ｒ箋・
素．＝

な り ます 。

鵜 も 家 庭 病鰐 軽 挙 要
軋軋 ム ‾粟姓二二庶‾⊥こγよ這■・■燕が膏擢・、・．

卑

小こヽ■．い

＋十
二十
■’七・ ；５，１‾甘■＿戚・；一丁一㌫青 少年 と…と 右家庭 局

ト．．，＿ｌ

醸 衰弐∴．．緊） 琴

港 湾 局
毒ヤー・Ｊう
礪
▼弓や㌢
嘩
１ン¶■１１〉二〇符モ：鱒 三重 １．

押
宰 病 癖 軽 挙阜 誉 離

‡「Ｊ、．こ■

滞輿

都 計 道 路 下 水 委

員 会 ‾

・（１．２人 ）

．∴ 郡 市 計 画 局 十 鱒 ∴‾ 盛 感

貴 ぶ

癌

二ｊ∴ぷ

襄 甕

コｒｒ‾▼■芸．．：■膏諺
環 境 創 造 資 源 循 環 委

員 会

環 境 創 造 局

．・道 路 庵 ∴ ■ ｌ
ｌ

三三

▲

・頼 さ 痺 ’ィ辻１・ＴＬ‾∴巨
′ 【臼１ ザ

・・１バ

塗
．尋ｌｋ
：１５

㍗筆．戸【′ 資 源 循 環 局
Ｊ■一し 嘩 準 学 卒

下 水 道 局 ；・∵※ ． ・ Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

経 済 港 湾 委 員 会

（１ １人 ）

経 済局

経 済 港 湾 委 員 会

経 済 局

．■市 戻 建 築 委 員 会

（１ ２人 ）．．

市 吊 尋 二・ 港 湾局 港 湾 局

攀 築 局 ∴■■料 ∵ ∵ ∵ ■｛ 畑 まら づ

芋 市 警 偏

巧苓 （・・ミ１．孕

く り調 整

委 員会 「＿穹：

人 ）１∴㌫

軋 ．．」Ｊ・‾■

ま ち つ く‘り 調 整 都 市

整 備 委 員 会

ま ら づ く り調 整 局
・ Ｙ

へ
、ｒ大 学 教 育 委 員 会

（′１ １｛ ）・ｒ

‾．「．．市 大 義 務 局 ・Ｊ 独立行政 ・．キ 二極 ＹｌＪｌ

．奉

壷 巌
都 市 整 備 局

去人 ｔ Ｌ．・●・：

■潔 等 軍 兵 会 事 麺 奉 １・ギ・ｒ

道 路消 防委 員 会

道 路 局
鱒叩 女臭

（十 ２｛ ）．‘‾∴

．環 境 事 業 緑 政 消

■・．防 委 員 会 ・

守 １‥１人 ）－‾・

∴環 境 穹 業 啓 廃 ・１・．■二二 消 防 局‘＿ヽ・・．■二：■ノ 雫・・意・∴

・・緑 曙 啓 一■・■※
水 道 交通 委員 会

（１ １人）

水 道 局

水 道 交 通 委 員会

水 道 局

消 防 局 ：二．‘・ 交 通 局 交 通 局

水 道 交 通 委 員 会

（１ １人 ）

水 道 局
○ 公立 大 学 法 人 横浜 市 立 大 学 の 所 管は 、 都 市 経 営局

（み な と赤 十 字病 院は 、 病 院 経 営局 が担 当 しま す。 ）

旨定 管 理 者 は 、 各 施 設 を担 当 す る 局 に振 り分 け ら れ ま す 。

交 通 局

○※印は、局再編成で変更のある局を示します。

○平成１７年度の各常任委員会の委員数は、次回委員の選任及び役員の改選期までの暫定的なものです。また、平成１７年
度の委員会の並び順については、委員会名称の最初にある局の条例上の並び順となっています。
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横浜市会議会のあり方調査会報告（案）（第３回）

本調査会は、市会運営委員会の諮問事項のうち、「常任委員会の編成」につい

て検討し、検討結果をまとめましたので御報告します。

≪常任委員会の編成≫（その１）

１検討の趣旨

本市においては、行政サービスに対する市民満足度の一層の向上と簡素で

効率的・効果的な執行体制の確立を目的として、平成１７・１８年度に組織

の再編成が予定されています。そのため、平成１６年第４回市会定例会にお

いて、平成１７年度の組織の再編成に係る横浜市事務分掌条例の一部改正条

例が市長から提案され、可決成立したところです。

本市会においては、市の組織の再編成の機をとらえ、より適切な審査体制

を構築するため、常任委員会の編成の見直しを検討しました。

２検討の結果

市の新たな組織編成を踏まえるとともに、常任委員会の目的である議案等

の専門的かつ詳細な審査の一層の促進のため、常任委員会編成見直しの基本

的な考え方を整理し、常任委員会の編成について検討しました。

（１）常任委員会編成見直しの基本的考え方については、次のとおりとする。

（∋局の所管事項の関連性を可能な限り考慮する。

②従前の委員会との継続性を考慮する。

③公営企業という考え方から水道局と交通局は１つの委員会とする。

④専門的で詳細かつ効率的に審査を行うため委員会数は８委員会とし、

委員数は１１‘人ないし１２人とする。

（２）上記の基本的考え方を踏まえ、本調査会において、検討した結果、常

任委員会の編成については、次のとおりとする。

都市経営総務財政委員会

都市経営局、総務局、財政局及び行政委員会等

市民教育委員会

市民局及び教育委員会



福祉衛生病院経営委員会

福祉局、衛生局及び病院経営局

環境創造資源循環委員会

環境創造局及び資源循環局

経済港湾委員会

経済局及び港湾局

まちづくり調整都市整備委員会

まちづくり調整局及び都市整備局

道路消防委員会

道路局及び消防局

水道交通委員会

水道局及び交通局

（３）常任委員会の再編成の移行措置としては、次のとおりとする。

①常任委員会の再編成は、局の再編と同時に４月１日に行うものとす

る。

②常任委員会の再編成を効率的に行うため、市会において委員の選任

及び役員改選を行う第２回定例会までの問、現行の委員会の正副委員

長及び委員が暫定的に新設の委員会の正副委員長及び委員に移行す

ることとし、委員会条例の改正案において次のような移行措置を定め

ることが考えられる。

（現行）（編成後）

都市経営総務財政委員会（１２人）⇒都市経営総務財政委員会（１２人）

福祉衛生環境保全委員会（１２人）⇒福祉衛生病院経営委員会（１２人）

経済港湾委員会（１１人）⇒経済港湾委員会（１１人）

都計道路下水委員会（１２人）⇒道路消防委員会（１２人）

市民建築委員会（１２人）⇒まちづくり調整都市整備委員会（１２人）

大学教育委員会（１１人）⇒市民教育委員会（１１人）

環境事業緑政消防委員会（１１人）⇒環境創造資源循環委員会（１１人）

水道交通委員会（１１人）⇒水道交通委員会（１１人）

（４）なお、この報告は、平成１７年度の市の組織の再編成に対応する常任

委員会の再編成について検討したものであり、今後の局再編に係る常任

委員会の再編成については、引き続き検討を進めることとする。

とのことで意見の一致を見ました。



平成１７年月日
横浜市会議会のあり方調査会

座長藤代耕一（自民党）

副座長木村久義（公明党）

〃森敏明（民主党）

委員横山正人（自民党）

〃〃〃〃〃〃

古川直季（自民党）

仁田昌寿（公明党）

高梨晃嘉（民主党）

今野典人（みらい）

中島文雄（共産党）

杉山典子（ネット）
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新旧常任委員会改正引継案

平成１６年度

都市経営総務財政委員会（１２）

水道交通委員会（１１）

平成１７年度

都市経営総務財政委員会（１２）

（新旧重複局：道路局）

水道交通委員会（１１）

（注１）平成１７年度の委員定数は、次回委員の選任及び役員の改選期までの暫定

的なものです。

（注２）平成１７年度の委員会の並び順については、委員会名称の最初にある局の

条例上の並び順となっています。


